
青森市長　様

      　所　　在　　地

申請者　商号又は名称　

      　代表者職・氏名

　技術者の雇用及び有資格状況に関する下記の記載事項について、事実と相違ないことを誓約します。
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◇ 「業種：補償関係コンサルタント」に登録を希望する場合に作成し、常用労働者である技術職員について記載してください。
◇ 国土交通省の登録規定に基づく登録業者は、現況報告書(写し)の提出があれば不要です。
◇ 「資格等の種類」欄には、該当する資格に○印を記載し、「補償業務管理士」欄には、該当する専門分野に○印を記載してください。
◇ 国土交通大臣認定者とは、補償コンサルタント登録規程第３条第１号ロの規定により国土交通大臣が認定した者をいいます。
◇

◇

◇ 雇用及び有資格状況について、必要に応じて書類の提示又は市職員の立入り等により確認する場合が有ります。
◇ 虚偽の記載を行った場合などは、指名停止の措置要件に該当する場合がありますので注意してください。
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公共用地取得実務経験者とは、官公庁に勤務し、公共用地の取得業務に従事した実績のある者で、その実務経験が１０年以上の者をいい
ます。
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補償業務実務経験者とは、補償コンサルタント登録規程別表に掲げる登録部門に係る補償業務に関し７年以上の実務の経験を有する者を
いいます。


